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第1章　総則

(目的)

第1条　この規程は、公文書等の管理に関する法律（以下「公文書管理法」という。）第13条第１項の規

定に基づき、沖縄振興開発金融公庫（以下｢公庫｣という。）における法人文書の管理について適正に行

うことを確保するとともに、公庫における法人文書の管理に関する統一基準その他基本的事項を定める

ことを目的とする。

(定義)

第2条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一　法人文書　公庫の役職員が職務上作成し又は取得した文書（図画及び電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同

じ。）を含む。以下同じ。）であって、公庫の役職員が組織的に用いるものとして、公庫が保有して

いるものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの及び特定歴史公文書等を除く。

二　特定歴史公文書等　歴史資料として重要な法人文書（以下「歴史公文書等」という。）のうち、公

文書管理法の規定により、独立行政法人国立公文書館（以下「国立公文書館」という。）に移管され

たものをいう。

三　法人文書ファイル等　能率的な業務又は事務の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互

に密接な関連を有する法人文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合

物にまとめたもの（以下「法人文書ファイル」という。）及び単独で管理している法人文書をいう。

四　法人文書ファイル管理簿　法人文書ファイル等の管理を適正に行うために、法人文書ファイル等の

名称その他の必要な事項を記載した帳簿（保存期間が１年以上の法人文書ファイル等に限る。）をい

う。



五　電子文書　文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。

六　部店　各部、各支店並びに審査役、秘書役及び部に属さない室をいう。

七　部署　各部及び各支店においては課、班及び室をいい、それら以外の部店においては審査役、秘書

役及び部に属さない室をいう。

八　課長等　各部及び各支店においては課、班及び室（出資室を除く。）の長並びに出資室の参事役を

いい、それら以外の部店においては審査役、秘書役及び部に属さない室の長が指名した者をいう。

第2章　管理体制

(管理体制)

第3条　公庫に総括文書管理者を、各部店に文書管理者、文書取扱主任者及び文書受送担当者を、総務課

（本店にあっては庶務課及び各部の庶務を担当する部署。）に文書受送主任者を置く。

2　総括文書管理者は、総務部長をもって充て、公庫の法人文書について、その管理に関する事務を総括

するとともに、基準及び法人文書ファイル管理簿の整備並びにその管理に関する事務の指導監督に関す

る事務を処理する。

3　文書管理者（以下｢管理者｣という。）は、各部店の長をもって充て、それぞれの部店の所掌に係る法

人文書につき、その管理に関する事務を総括するとともに、法人文書ファイル管理簿の整備及び事務の

指導監督に関する事務を処理する。

4　文書取扱主任者（以下「主任者」という。）は、各課長等をもって充て、次の各号に掲げる事項を処

理する。

一　法人文書の審査及び施行

二　法人文書の整理、保存等

三　法人文書ファイル管理簿の作成

四　その他文書取扱いの管理に関する事務

5　文書受送主任者（以下「受送主任者」という。）は、管理者が指定した者とし、次の各号に掲げる事

項（次項の文書受送担当者の処理するものを除く。）を処理する。

一　文書の受付、登録及び配付

二　文書の発送

6　文書受送担当者（以下｢受送担当者｣という。）は、管理者が指定した者とし、各部あての文書の収

受、登録及び配付を処理する。

7　管理者は、受送主任者及び受送担当者を指定したときは、総括文書管理者に通知するものとする。

8　監査責任者は、監査室長をもって充てる。 　

(職員の責務)

第4条　職員は、公文書管理法の趣旨に則り、関連する法令及び公庫の例規並びに総括文書管理者、管理

者及び主任者の指示に従い、法人文書を適正に管理しなければならない。

第3章　　作成

(文書主義の原則)

第5条　職員は、総括文書管理者の指示に従い、公文書管理法第１条の目的の達成に資するため、経緯も

含めた意思決定に至る過程並びに業務及び事務の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよ



う、文書を作成しなければならない。ただし、処理に係る事案が軽微なものであると主任者が認める場

合を除く。

2　公庫の意思決定に当たっては、処理に係る事案が軽微なものであると主任者が認める場合を除き、文

書を作成して行うものとする。この場合において、公庫の意思決定と同時に文書を作成することが困難

な場合には、事後に文書を作成するものとする。

(文書処理の方針)

第6条　文書の処理は、正確に、速やかに、かつ、責任をもって行わなければならない。

(文体、用語等)

第7条　文書は、次の各号により作成する。

一　文書の作成に当たっては、内容を正確かつ簡明に表現するように努めなければならない。

二　文書は、左横書き左とじとし、句読点をつける。ただし、特別のものは、この限りでない。

三　文書は、口語体とし、文字は常用漢字及びひらがなを用い、数字はアラビヤ数字を用いる。ただ

し、特別のものはこの限りでない。

四　文書の訂正は、別に定める場合を除き、訂正すべき字句等を取消線（黒二線）により抹消し、縦書

きにあっては取消線の右側に、横書きにあっては上側に訂正し、訂正者が訂正印を押印しなければな

らない。

(帳簿の備付)

第8条　各部店に、文書処理の状況を明らかにするため、文書取扱細則（以下｢細則｣という。）第4条、第

6条、第11条及び第15条に定める帳簿を備え付ける。

(文書の取得)

第9条　法人文書の取得については、細則第3条から第8条までに規定する。

(起案)

第10条　法人文書の起案は、事務を所掌する部署が行う。この場合において、決裁権者が重要と判断する

事項については、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。

(合議)

第11条　起案した法人文書（以下｢起案文書｣という。）のうち、他の部署の所掌事務に関係あるものにつ

いては、その部署に合議しなければならない。

(決裁)

第12条　起案文書の決裁については、文書決裁規程の規定に基づき処理する。

(供覧)

第13条　各部署で収受し又は作成した資料、報告等の文書で業務上の参考として必要なものは、上司又は

関係者に供覧しなければならない。

(施行文書の登録及び発送)

第14条　施行文書は、細則第15条に定める台帳に登録し、細則第16条に定める方法により発送する。

第4章　整理

(職員の整理義務)

第15条　職員は、次条から第17条までの規定に従い、次に掲げる整理を行わなければならない。

一　作成し又は取得した法人文書について、分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の

満了する日（以下「保存期間満了日」という。）を設定すること。

二　作成し又は取得した法人文書を法人文書ファイルにまとめること。



三　前号の法人文書ファイルについては、分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間満了

日を設定すること。

2　前項の整理に当たっては、次に定める方法により、記録するものとする。

一　作成し又は取得した法人文書は、原則として、当該法人文書の最初のページの上部に次の項目を記

録するものとする。

イ　当該法人文書を作成し又は取得した日

ロ　当該法人文書を作成し又は取得した部署

ハ　当該法人文書を管理している部署

ニ　当該法人文書の保存期間満了日（必要に応じて保存期間）

二　法人文書ファイルは、原則として、当該法人文書ファイルを綴じたバインダー等の背表紙に次の項

目を記録するものとする。

イ　当該法人文書ファイルの作成年度

ロ　当該法人文書ファイルの名称

ハ　当該法人文書ファイルを管理している部署

ニ　当該法人文書ファイルの保存期間満了日（必要に応じて保存期間）

3　前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる法人文書については、同号の記録を省略することができる

ものとする。

一　公庫から外部あて発する法人文書

二　公庫の内部あて発する法人文書

三　保存期間が１年未満の法人文書

四　作成し又は取得した後速やかに第1項第2号の規定に基づき法人文書ファイルにまとめることを予定

している法人文書

五　簡易又は定型的な法人文書

(分類・名称)

第16条　法人文書ファイル等は、事務の性質、内容等に応じて系統的（大分類・中分類・小分類（法人文

書ファイル名）の三段階の階層構造をいう。）に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。

2　事案が未完成又は完結の法人文書は、それぞれ主任者において業務の種類等により区分のうえ、仮綴

その他適宜の方法により整理しておかなければならない。

(保存期間)

第17条　管理者は、所掌する各部署で保有する法人文書について、公庫の業務及び事務の性質、内容等に

応じて、別表（法人文書保存期間基準表及び保存期間満了時の措置の設定基準、以下｢別表｣という。）

に従い、保存期間を定めなければならない。ただし、法令の規定により保存すべき期間又は有効である

期間が定められている法人文書については、当該法令で定める保存すべき期間又は有効である期間を保

存期間とする。

2　法人文書については、特段の事情がある場合は、別表に掲げる期間を超えてこれと異なる期間を保存

期間とすることができる。ただし、同一の法人文書が複数存在する場合又は原本のほかにコピーが法人

文書として存在する場合については、その利用・保存の状況に応じて、正本又は原本の管理状況と異な

る管理を行うことを妨げない。

3　前2項に規定する場合において、歴史公文書等に該当するとされた法人文書については、少なくとも1

年以上の保存期間を定めるものとする。



4　第1項の保存期間の設定においては、歴史公文書等に該当しないものであっても、公庫の業務及び事務

が適正かつ効率的に運営され、国民に説明する責務が全うされるよう、意思決定過程や事務及び事業の

実績の合理的な跡付けや検証に必要となる法人文書については、原則として1年以上の保存期間を定め

るものとする。

5　第1項の保存期間の設定においては、前2項の規定に該当するものを除き、別表に定める類型に該当す

る法人文書の保存期間を1年未満とすることができる。

(起算日及び保存期間満了日)

第18条　法人文書の保存期間の起算日は、法人文書を作成し又は取得した日（以下「法人文書作成取得

日」という。）の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、総括文書管理者が別に定める場合又は

法人文書の適切な管理に資すると管理者が認める場合にあっては、法人文書作成取得日から1年以内の

日であって4月1日以外の日又は法人文書作成取得日の属する年度の翌々年度の4月1日を起算日とするこ

とができる。

2　法人文書ファイルの保存期間の起算日は、法人文書を法人文書ファイルにまとめた日のうち最も早い

日（以下「ファイル作成日」という。）の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、総括文書管理

者が別に定める場合又は法人文書ファイルの適切な管理に資すると管理者が認める場合にあっては、

ファイル作成日から1年以内の日であって4月1日以外の日又はファイル作成日の属する年度の翌々年度

の4月1日を起算日とすることができる。

3　前2項の規定は、法人文書作成取得日において不確定である期間を保存期間とする法人文書及び当該法

人文書がまとめられた法人文書ファイルについては、適用しない。この場合において、起算日を確定す

ることができた時点で、前２項の規定を準用し、起算日を設定する。

4　法人文書及び法人文書ファイルの保存期間満了日は、第1項又は第2項の規定に基づき定める保存期間

の起算日から起算して前条第1項又は第2項の規定に基づき設定した保存期間の満了する日とする。ただ

し、法人文書ファイル内の法人文書の保存期間満了日が異なるときは、最も後に到来する保存期間満了

日を当該法人文書ファイルの保存期間満了日とする。

5　前項の規定にかかわらず、法人文書の適切な管理に資すると管理者が認める場合は、法人文書ファイ

ルの保存期間の起算日以後に作成し、又は取得した法人文書であって、当該法人文書ファイルに係る業

務又は事務に附帯する業務又は事務に関するものとして当該法人文書ファイルにまとめるものについ

て、保存期間満了日を当該法人文書ファイルの保存期間の満了する日までとすることができる。

6　法人文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする法人文書及び当該法人文書がまと

められた法人文書ファイルについては、第4項の規定は適用しない。この場合において、起算日を確定

することができた時点で、第4項の規定を準用し、保存期間満了日を設定する。

第5章　保存

(保存)

第19条　事案が完結して使用済みとなった法人文書で、別表に規定する期間にわたり保存を必要とする法

人文書は、それぞれ定められた保存期間にわたり主任者において保存しなければならない。

(法人文書ファイル保存要領)

第20条　法人文書ファイル等の適切な保存に資するため、次に掲げる事項を内容とする法人文書ファイル

保存要領を作成するものとする。

一　紙文書の保存場所・方法

二　電子文書の保存場所・方法



三　引継手続

四　その他適切な保存を確保するための措置

(集中管理の推進)

第21条　移管対象文書（内閣府又は国立公文書館と協議のうえ、移管の対象とした法人文書をいう。以下

同じ。）については、これらの法人文書の起算日から５年を経過した日を目途に、総括文書管理者が、

管理者から引継ぎを受け、集中管理するものとする。ただし、機密性等の観点から、総括文書管理者が

集中管理が適当でないと判断した法人文書については、この限りでない。

2　移管対象文書及び引継ぎの方法については、総括文書管理者から別途通知する。

第6章　　法人文書ファイル管理簿

(法人文書ファイル管理簿の調製及び公表)

第22条　主任者は、当該部署で保有する法人文書ファイル等ごとに、その名称その他必要な事項を記載し

た当該部署の法人文書ファイル管理簿（様式第1号）を作成するものとする。この場合において、記載

すべき事項が独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）第5条各号に

規定する不開示情報に該当する場合は、当該不開示情報を明示しないようにしなければならない。　　

2　法人文書ファイル管理簿には、次に掲げる事項を記載し、磁気ディスクをもって調製するものとす

る。

一　法人文書分類

二　法人文書ファイル名

三　保存期間

四　保存期間満了日

五　保存期間満了時の措置

六　保存場所

七　法人文書作成取得日（法人文書ファイルにあっては、法人文書ファイル作成日）の属する年度その

他これに準ずる期間

八　前号の日における主任者

九　保存期間の起算日

十　媒体の種別

十一　法人文書ファイル等の管理者

3　主任者は、少なくとも毎年度一回、管理する法人文書ファイル等（保存期間が１年以上のものに限

る。）の現況について、法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない。

4　管理者は、所掌する各部署の法人文書ファイル管理簿を取りまとめ、整備し、総括文書管理者に提出

しなければならない。

5　総括文書管理者は、管理者から提出された法人文書ファイル管理簿を取りまとめ、整備し、一般の閲

覧に供するとともに、インターネットで公表しなければならない。

6　総括文書管理者は、法人文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め、又は変更した場合

には、当該事務所の場所を官報で公示しなければならない。　

第7章　　移管、廃棄又は保存期間の延長

(保存期間満了時の措置)



第23条　主任者は、法人文書ファイル等（保存期間が１年以上のものに限る。）について、別表に基づ

き、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、移管対象文書については「移管」と、それ以外の法人

文書については「廃棄」と法人文書ファイル管理簿に記載することにより、保存期間が満了したときの

措置を定めなければならない。

(移管又は廃棄)

第24条　管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、前条の規定による定めに基づき、

国立公文書館に移管し、又は廃棄しなければならない。

2　国立公文書館への移管の方法については、総括文書管理者から別途通知する。

(移管時の意見の提出)

第25条　管理者は、前条第１項の規定に基づき移管する法人文書ファイル等については、公文書管理法第

16条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館において利用の制限を行うことが適切

であると認める場合には、総務部総務課と調整の上、総括文書管理者を経由して、国立公文書館に意見

を提出しなければならない。その場合には、利用制限を行うべき情報が含まれる旨及び利用制限を行う

べき理由について、記載するものとする。なお、利用請求に際し、国立公文書館からの確認があった場

合は、必要な対応を行うものとする。

(法人文書の廃棄方法等)

第26条　管理者は、第24条第１項の規定に基づき法人文書を廃棄する場合は、当該法人文書の内容が漏え

いしないよう裁断処分、電磁的記録の消去その他当該法人文書に応じた適切な措置を講じるものとす

る。

2　管理者は、特別の理由が生じ保存期間が満了する前に廃棄する必要がある場合は、総括文書管理者の

承認を得て行うものとする。

(保存期間の延長)

第27条　主任者は、保存期間の満了した法人文書のうち、職務の遂行上必要があると認めるときは、管理

者の承認を受けた後、その保存期間の満了する前にその事務処理上適切な期間を定めて、保存期間の延

長その他必要な変更を行うことができるものとする。この場合において、主任者は、法人文書ファイル

管理簿を修正するとともに、修正内容を総括文書管理者に報告しなければならない。

2　主任者は、前項の規定により保存期間を延長した場合において、当該延長にかかる保存期間が満了し

た後に、更に延長する場合には、前項に準じた取扱いをしなければならない。

(保存期間の延長の特例)　

第28条　主任者は、次の各号に掲げる法人文書については、保存期間の満了する日後においても、次の各

号の区分に応じて当該各号に定める期間が経過する日までの間、保存期間を延長するものとする。この

場合において、次の各号のいずれかに該当する法人文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期

間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。

一　現に監査、検査の対象になっているもの　当該監査、検査が終了するまでの間

二　現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの当該訴訟が終結するま

での間

三　現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの　当該審査請求に

対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

四　開示請求があったもの　法第9条各項又は個人情報の保護に関する法律第82条各項の決定の日の翌

日から起算して1年間



第8章　　点検、内部監査及び管理状況の報告等

(点検)

第29条　主任者は、自ら管理責任を有する法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を

行わなければならない。

2　管理者は、所掌する各部署の点検結果を取りまとめ、総括文書管理者に報告しなければならない。

(内部監査)

第30条　監査責任者は、法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、内部監査を行い、その結

果を総括文書管理者に報告しなければならない。

(点検・内部監査の結果への対応)

第30条の2　総括文書管理者は、第29条に基づく点検結果及び第30条に基づく内部監査の結果等を踏ま

え、法人文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。

(紛失等への対応)

第31条　管理者は、法人文書ファイル等の紛失及び誤廃棄のおそれのある事案を把握した場合は、総括文

書管理者へ直ちに必要な報告をしなければならない。

2　総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講

じるものとする。

(管理状況の報告等)

第32条　管理者は、内閣府への報告のため、総括文書管理者の指示に基づき、法人文書の管理状況を総括

文書管理者へ報告するものとする。

2　総括文書管理者は、法人文書の管理状況を取りまとめ、内閣府に報告するものとする。

第9章　　研修

(研修の実施)

第33条　総括文書管理者は、職員に対し、法人文書の管理を適正かつ効果的に行えるよう、必要な知識及

び技能を習得又は向上させるために必要な研修を行うものとする。

(研修への参加)

第34条　管理者は、前条の研修に職員を積極的に参加させなければならない。

第10章　　雑則

(公表)

第35条　この規程は、公文書管理法第13条第2項の規定に基づき、情報公開・個人情報保護窓口に備えて

一般の閲覧に供するとともに、インターネットで公表しなければならない。

(細則への委任)

第36条　この規程を実施するための手続その他必要な事項は、細則で定める。

附　則

1　この規程は、昭和47年5月15日から実施する。

2　沖縄振興開発金融公庫法附則第4条の規定に基づき琉球開発金融公社、大衆金融公庫及び琉球政府から

引き継いだ文書の管理及び保存については、第6条、第7条及び第18条から第23条までの規定を準用す

る。



附　則

この規程は、昭和58年4月1日から実施する。

附　則

この規程は、昭和61年4月4日から実施する。

附　則

この規程は、昭和62年5月20日から実施する。

附　則

この規程は、平成14年4月1日から実施する。

附　則

この規程は、平成14年9月19日から実施する。

附　則

この規程は、平成18年4月1日から実施する。

附　則

この規程は、平成19年4月1日から実施する。

附　則

この規程は、平成19年12月1日から実施する。

附　則

この規程は、平成20年4月1日から実施する。

附　則

この規程は、平成22年4月1日から実施する。

附　則

この規程は、平成24年1月31日から実施する。

附　則

この規程は、平成28年4月14日から実施する。

附　則

この規程は、平成31年4月1日から実施する。

附　則

この規程は、令和3年4月1日から実施する。

附　則



この規程は、令和4年4月1日から実施する。

附　則

この規程は、令和5年4月1日から実施する。

附　則

この規程は、令和6年4月1日から実施する。

附　則

この規程は、令和7年4月1日から実施する。

別表

　法人文書保存期間基準表及び保存期間満了時の措置の設定基準

　(1)　総務関係文書

法人文書の区分 最低保存期間 保存期間

満了時の

措置

①　公庫法の制定・改正に関するもの

②　主務大臣の命令・許認可・監督に関するもの

③　内部規程等の制定、改廃に関する決裁文書

④　独立行政法人等登記令に関するもの

⑤　公庫を当事者とする訴訟に関する文書

⑥　組織及び定員に関する決裁文書

⑦　役員の任免に関するもの

⑧　職員の任免、昇給、表彰、懲戒等人事記録に関するもの

⑨　公印の制定、改廃に関する決裁文書

⑩　物品、不動産及び固定資産の取得、管理に関するもので特に重要なも

の

⑪　経理事務に関するもので特に重要なもの

⑫　毎事業年度の予算、事業計画、決算、事業報告に関する決裁文書

⑬　法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事

業の方針若しくは計画書又はこれらに基づく実績報告書

⑭　政府の出資金、借入金の借入、債券の発行、国庫納付及び借入金の償

還に関する決裁文書

⑮　県内外の統計調査類で特に重要なもの

⑯　情報処理システムの開発、設計、管理運用に関するもので特に重要な

もの

⑰　関係省庁等への申請又は提出書類で特に重要なもの

⑱　業務に関する例外的な意思決定を行うための文書

30年 廃棄



⑲　上記に掲げるもののほか、管理者がこれらの法人文書と同程度の保存

期間が必要であると認めるもの

①　主務大臣の監督に関するもの（30年に該当するものを除く。）

②　労務に関する重要なもの

③　給与業務に関するもので重要なもの

④　税務関係書類

⑤　物品、不動産及び固定資産の取得、管理に関するもので重要なもの

⑥　経理事務に関するもので重要なもの

⑦　県内外の統計調査類で重要なもの

⑧　情報処理システムの開発、設計、管理運用に関するもので重要なもの

⑨　関係省庁等への申請又は提出書類で重要なもの

⑩　業務に関する重要な意思決定を行うための文書

⑪　上記に掲げるもののほか、管理者がこれらの法人文書と同程度の保存

期間が必要であると認めるもの（30年に該当するものを除く。）

10年 廃棄

①　職員の採用、研修事務に関するもの

②　職員の勤務の状況が記録されたもの

③　給与業務に関するもの

④　社会保険業務に関するもの

⑤　旅費の支給に関するもの

⑥　文書の収受、発信等に関する帳簿

⑦　物品、不動産及び固定資産の取得、管理に関するもの

⑧　図書の管理に関するもの

⑨　会計検査院に関するもの

⑩　内部監査、内部監査計画及び結果に関するもの

⑪　経理事務に関するもの

⑫　県内外の統計調査類

⑬　情報システムの開発、設計、管理運用に関する書類

⑭　関係省庁等への申請又は提出書類

⑮　業務に関する基本的な意思決定を行うための文書

⑯　上記に掲げるもののほか、管理者がこれらの法人文書と同程度の保存

期間が必要であると認めるもの（30年、10年に該当するものを除く。）

5年 廃棄

①　給与業務に関するもので定型的な事務に係るもの

②　職員の福利厚生に関するもの

③　物品、不動産及び固定資産の管理に関するもので定型的な事務に係る

もの

④　経理に関するもので定型的な事務に係るもの

⑤　情報システムの開発、設計、管理運用に関する書類で定型的な事務に

係るもの

3年 廃棄



⑥　上記に掲げるもののほか、管理者がこれらの法人文書と同程度の保存

期間が必要であると認めるもの（30年、10年、5年までに該当するものを除

く。）

①　給与業務に関するもので軽易なもの

②　人事及び厚生に関する届出等

③　文書の収受、発信等に関する帳簿で軽易なもの

④　物品、不動産及び固定資産の管理に関するもので軽易なもの

⑤　経理事務に関するもので軽易なもの

⑥　情報セキュリティに関わる申請書類

⑦　関係省庁等への申請又は提出書類で軽易なもの

⑧　業務に関する軽易な意思決定を行うための決裁文書

⑨　業務に係る確認を行うための文書

⑩　上記に掲げるもののほか、管理者がこれらの法人文書と同程度の保存

期間が必要であると認めるもの（30年、10年、5年、3年、1年未満に該当す

るものを除く。）

1年 廃棄

①　別途、正本・原本が管理されている法人文書の写し

②　定型的・日常的な業務連絡、日程表等

③　出版物や公表物を編集した文書

④　各部署の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答

⑤　明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書

⑥　意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響が

ないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書

事務処理上必要

な1年未満の期

間

廃棄

①　法人文書ファイル管理簿

②　順次更新されるまで保存するもの（業務マニュアル、諸規程・規則

集、情報処理システムプログラムデータ等）

常用

（無期限）

廃棄

　(2)　業務関係文書

法人文書の区分 最低保存期間 保存期間

満了時の

措置

①　融資審査関係文書

　○　貸付の相談及び申込みに関する文書（融資相談票、借

入申込書）

　（注）4参照

完済まで又は管理終結後10年 廃棄

　○　個人情報保護関連文書（お客さまの情報の利用に関す

る同意書、個人情報の取扱に関する同意書）

　○　貸付の審査事務に関する文書（審査調書、貸付りん議

書）

完済後（辞退又は否決案件につ

いては決裁後）5年又は管理終

結後10年

廃棄



　○　契約事務・資金交付関係文書（貸付契約伺、資金交付

伺、貸付受入金払出請求書・受領書、貸付金の銀行預金口座

振替依頼書）

最終回資金交付後5年 廃棄

　○　資金使途確認関係文書（資金使途一覧表、工事完成／

進捗状況一覧表、設備資金使途確認整理表）

　○　取引先決算書類 3年 廃棄

　○　担保評価関係書類（担保評価書、不動産登記簿謄本、

不動産鑑定評価書）

完済まで又は管理終結後10年 廃棄

②　出資業務に関する文書

　○　出資の相談及び申込みに関する文書 株式処分まで 廃棄

　○　個人情報保護関連文書

　○　出資の審査事務に関する文書 株式処分後5年 廃棄

　○　契約事務・出資金交付関係文書

　○　取引先決算書類 3年 廃棄

　○　出資金管理に関する文書 株式処分まで 廃棄

　○　株式処分に関する文書 株式処分後5年 廃棄

　○　契約書類

③　債権保全・管理関係文書

　○　債権書類（債権書類管理要領で定める書類） 債権書類管理要領の定める基準

による。

廃棄

　○　償還方法の変更契約に関する文書（償還方法変更願、

条件変更決裁りん議書）

完済後5年又は管理終結後10年 廃棄

　○　債権保全・管理督促事務に関する文書（延滞先管理

カード、その他交渉記録等が綴られた文書）

完済後又は管理終結後10年 廃棄

　○　訴訟事務に関する文書（裁判所からの通知文書及び訴

訟費用に関する証憑書類）

　○　償却事務に関する文書（債権償却手続基準第3条で定

める証拠書類）

④　業務委託に関する文書

　○　受託金融機関との業務委託契約及び業務受託契約に関

する文書

30年 廃棄

　○　代理貸付の貸付審査事務に関する文書 5年 廃棄

　○　代理貸付の債権保全・管理事務に関する文書 10年 廃棄

　○　受託金融機関との経理事務に関する文書 5年 廃棄

　○　受託金融機関との保証に関する文書 10年 廃棄



　○　受託金融機関との委託手数料に関する文書 10年 廃棄

　○　代理貸付の償却事務に関する文書 完済後又は管理終結後10年 廃棄

⑤　自己査定関連文書 3年 廃棄

⑥　信用格付関連文書 3年 廃棄

⑦　業務統計に関する文書 5年 廃棄

⑧　別途、正本・原本が管理されている法人文書の写し 事務処理上必要な1年未満の期

間

廃棄

⑨　定型的・日常的な業務連絡、日程表等

⑩　出版物や公表物を編集した文書

⑪　各部署の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答

⑫　明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さな

くなった文書

⑬　意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に

与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判

断される文書

⑭　順次更新されるまで保存するもの 常用

（無期限）

廃棄

(注) 

1　決裁文書とは、公庫の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことに

より、その内容を公庫の意思として決定し、又は確認した法人文書をいう。

2　本表に掲載されていない文書であっても、名称及び内容の類似するものについては、掲記された文書

に準じて取り扱うものとする。ただし、法令等により別の定めがあるものは、当該法令に基づくものと

する。

3　本表で示した保存期間の基準に該当しない場合は、文書管理者が本表の保存期間区分を参考に必要な

保存期間を設定し、別途保存期間を定めることとする。

4　貸付りん議において辞退又は否決で処理した案件及び申込受付に至らない案件の相談・申込に関する

文書については、貸付事務取扱要領の定めるところによる。

1 移管における基本的考え方

公文書管理法第１条の目的において、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公

文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利

用し得るものであること」及び「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説

明する責務が全うされるようにすること」とされ、公文書管理法第４条において、経緯も含めた意思決

定に至る過程及び事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう文書を作成しなけれ

ばならない旨が規定されており、以下の【Ⅰ】～【Ⅳ】のいずれかに該当する文書は、「歴史資料とし

て重要な公文書その他の文書」に当たり、保存期間満了後には国立公文書館等に移管するものとする。



【Ⅰ】国の機関及び独立行政法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する

重要な情報が記録された文書

【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書

【Ⅲ】国民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書

【Ⅳ】国の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書

2 具体的な移管・廃棄の判断指針

1の具体的考え方に基づいて、個別の法人文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移管・廃棄）の

判断については、以下の(1)・(2)に沿って行う。

(1)「廃棄」とされているものであっても、1の基本的考え方に照らして、国家・社会として記録を共有す

べき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が活か

されるようなものについては、移管が必要となる。

(2)上記に記載のない業務に係る文書の移管に関しては、1の基本的考え方に照らし合わせて、総務部総務

課に協議を行うものとする。

様式第1号　

法　人　文　書　フ　ァ　イ　ル　管　理　簿

作成・取

得年度

大

分

類

中

分

類

法人文書ファ

イル名(小分

類）

作成・

取得者

保存期

間の起

算日

保存

期間

保存期

間満了

日

媒体

の種

別

保存

場所

文書

管理

者

保存期間

満了時の

措置

備　

考



文書取扱細則 

昭和48年 9月26日

細則(総)第 1号

改正　平成14年 9月19日　細則(総)第 1号

平成18年 3月29日  細則(総)第 9号

平成19年 3月12日  細則(総)第 8号

平成19年 3月29日  細則(総)第15号

平成19年 5月30日  細則(総)第 1号

平成24年 1月31日  細則(総)第 3号　

平成25年 3月 6日  細則(総)第 4号　

令和 3年 3月30日　細則(総)第 7号

令和 7年 3月26日　細則(総)第14号

第1章　総則

(趣旨)

第1条　この細則は、文書取扱規程において委任された事項及び文書取扱規程を実施するために必要な事

項を定めるものである。

(定義)　

第2条　この細則において、｢法人文書」、「電子文書」、「部店」及び「部署」とは、文書取扱規程第2

条第1号、第5号、第6号及び第7号に規定するものをいう。 

第2章　公庫に到着した文書の受付、登録及び配付

(文書の受付)

第3条　公庫に到着した文書は、次条から第8条までの規定に従い、処理するものとする。ただし、次の各

号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める者が収受する。

一　電子メールの利用による場合は、当該電子メールの受信者

二　ファクシミリの利用による場合は、当該ファクシミリの受信者　

三　緊急に処理する必要がある文書を受領する場合は、当該文書の担当者

(東京本部及び各支店に到着した文書)

第4条　東京本部及び各支店に到着した文書で、総務課で収受した文書は、文書受送主任者（以下｢受送主

任者｣という。）が次の各号によりこれを処理する。

一　一般文書については、直ちに開封して受付日付印を押し、文書受信簿（様式第1号）に登録のう

え、事務を所掌する部署の文書受送担当者（以下「受送担当者」という。）に配付する。ただし、図

書印刷物及び簡易な文書等については、登録を省略することができる。

二　前号の規定にかかわらず、親展文書又は私信（私信と判断されるものを含む。）については、開封

することなく直接名あて人に配付する。

三　前号の規定により直接名あて人に配付した文書で、その内容が文書受信簿に登録する必要のある文

書として取り扱うべき性質のものであるときは、当該文書の配付を受けた者は速やかに受送主任者に

回付する。



四　受送主任者は、前号の規定により文書の回付を受けたときは、直ちに第1号の規定により処理す

る。

五　前条ただし書の規定により総務課以外で収受した文書が、文書受信簿に登録する必要がある場合

は、速やかに受送主任者に回付する。回付を受けた受送主任者は、第1号の規定により処理する。た

だし、電子メールの利用等により収受した電子文書を受付する場合は、収受した者が文書受信簿に登

録のうえ、当該電子文書ファイル名に受付年月日及び受付番号を次のとおり記載することにより、第

1号に規定する受付日付印の押印事務を省略することができる。

イ　受付年月日　受付第　号

2　前項第1号の規定により受付処理した文書（以下、本項及び次条第2項において「受付文書」とい

う。）と相互に密接な関連を有する法人文書ファイルを、部署において電子媒体のみで保有している場

合であって、受付文書を電子媒体に変換し起案に添付する等により、当該法人文書ファイルで一体のも

のとして管理するときは、変換後の電子媒体の文書を正本とすることができる。その際の取扱いは別に

定める。

(本店に到着した文書)

第5条　本店に到着した文書は、次の各号により処理する。

一　庶務課で収受した文書は、庶務課の受送主任者が各部の庶務をつかさどる部署の受送主任者に配布

する。

二　前号の規定により配布された文書は、各部の庶務をつかさどる部署の受送主任者が前条第1号から

第4号までの規定に準じて処理する。

三　第3条ただし書きの規定により、庶務課以外で収受した文書が、文書受信簿に登録する必要がある

場合は、速やかに各部の庶務をつかさどる部署の受送主任者に回付する。回付を受けた受送主任者

は、前条第1号の規定に準じて処理する。ただし、電子メールの利用等により収受した電子文書を受

付する場合は、収受した者が文書受信簿に登録の上、当該電子文書ファイル名に受付年月日及び受付

番号を前条第1項第5号イのとおり記載することにより、前条第1項第1号に規定する受付日付印の押印

事務を省略することができる。

2　前条第2項の規定は本条において準用する。この場合、前条第2項中「前項第1号」とあるのは「第4条

第1項第1号」と読み替えるものとする。

(特殊郵便物の取扱い)

第6条　書留郵便物、小包等、電報又は金券等封入の文書は、総務課又は庶務課の受送主任者が特殊郵便

物受信簿（様式第2号）又は金券等受信簿（様式第2号）に登録のうえ、受送担当者に配付する。この場

合において、金券等封入の文書については封筒に金券等（種類及び金額）封入の旨記入する。

(受送担当者が受けた文書の取扱い)

第7条　受送担当者は、受送主任者から文書の配付を受けたときは、速やかに担当者に配付する。ただ

し、特殊郵便物の配付を受けた場合は、文書取扱主任者を経由して、担当者に配付する。

2　受送担当者が、当該部署の所掌に属さない文書の配付を受けたとき、又は文書受信簿に登録すべき法

人文書を直接受理したときは、直ちに総務課又は庶務をつかさどる部署に回付する。

(誤配郵便物の処理)

第8条　公庫に関係のない郵便物等が誤配されたときは、総務課（本店にあっては庶務課。以下同じ。）

において返送又は転送する。

第3章　起案、決裁等



(法人文書の起案)

第9条　起案者は、法人文書を起案する場合には起案用紙（様式第3号）を用いなければならない。ただ

し、別に様式が定められている場合、電子文書について決裁を受ける場合及び役員の決裁が不要な法人

文書（重要な法人文書は除く。）については、この限りではない。また、起案の際には決裁のために必

要な資料を添付しなければならない。

2　起案者は、文書決裁規程第4条の規定に基づいて、起案用紙の決裁区分欄に決裁権者を記入しなければ

ならない。

(合議)

第10条　起案事項が他の部署の所掌事項に関連するときは、起案用紙の合議欄にその部署名を記入のう

え、起案文書を回付する。

2　他の部署への合議は、主務部署の長の決裁を受けたのち行うものとする。

3　合議部署が起案内容につき疑義又は異見があるときは、起案部署と協議し、原案の修正等適切な措置

を講じなければならない。

(決裁)

第11条　役員の決裁を要する起案文書は、秘書役を通じてその決裁を受けるものとする。

2　秘書役の主任者は、役員の決裁を必要とする起案文書が所要の決裁を受けて確定したときは、役員決

裁件名簿（様式第4号）に必要事項を記入し、起案文書に決裁年月日を記入のうえ、起案部署に返付す

る。

(供覧)

第12条　供覧文書は起案文書に準じて取り扱う。この場合において、供覧文書の件名欄の末尾に「供覧」

と括弧書きし、供覧部署を指定したうえ供覧する。

第4章　法人文書の施行

(法人文書の施行名義)

第13条　法人文書の施行は、原則として決裁者名をもって行う。

(発信番号)

第14条　法人文書の発信番号は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一　公庫から外部あて発する法人文書

　　事業年度数字　沖公　部店名頭文字　第　号　(主務部署名頭文字)とし、番号は、当該部店におけ

る毎事業年度の1から始まる一連番号とする。

二　公庫から主務大臣あて発する法人文書

　　前号の発信番号から「部店名頭文字」及び「(主務部署名頭文字)」を除いたもの

三　公庫の内部あて発する法人文書

　　第1号の発信番号から「沖公」を除いたもの

(法人文書の処理)

第15条　起案者は、施行を要する法人文書が所要の決裁を受けて確定したときは、文書発信簿（様式第5

号）に所要事項を記入し、起案文書に決裁年月日、発信年月日及び発信番号を記入する。

2　前項の文書発信簿は、各部店ごとに備え付けるものとする。ただし、前条第2号の法人文書の文書発信

簿は、総務部に備え付けるものとする。

(法人文書の発送等)



第16条　起案者は、施行を要する法人文書を浄書、照合し、文書発信簿に発送日及び発送方法（郵送、電

子メールによる送信等）を記入したうえで発送する。

2　法人文書を発送する場合は、安全性、経済性及び利便性等を総合的に考慮して、発送方法を決定す

る。

附　則

この細則は、昭和48年10月1日から実施する。

附　則

この細則は、昭和49年4月11日から実施する。

附　則

この細則は、昭和52年4月17日から実施する。

附　則

この細則は、昭和54年4月1日から実施する。

附　則

この細則は、昭和54年8月1日から実施する。

附　則

この細則は、昭和58年4月4日から実施する。

附　則

この細則は、昭和58年7月30日から実施する。

附　則

この細則は、昭和59年4月10日から実施する。

附　則

この細則は、昭和61年4月4日から実施する。

附　則

この細則は、昭和62年5月20日から実施する。

附　則

この改正は、平成7年4月1日から適用する。

附　則

この規程は、平成13年4月1日から実施する。

附　則



この規則は、平成14年4月1日から実施する。

附　則

この規則は、平成14年9月19日から実施する。

附　則

この細則は、平成18年4月1日から実施する。

附　則

この細則は、平成19年3月13日から実施する。

附　則

この細則は、平成19年4月1日から実施する。

附　則

この細則は、平成19年6月1日から実施する。

附　則

この細則は、平成19年6月1日から実施する。　

附　則　

この細則は、平成25年3月6日から実施する。　

附　則

この細則は、令和3年4月1日から実施する。

附　則

この細則は、令和7年4月1日から実施する。

様式第1号

文書受信簿

受付
件名

発信者
配布先 備考

月日 番号 月日 番号 発信者名

　(注)　受付番号は、事業年度ごとの一連番号とする。

様式第2号



特殊郵便物受信簿又は金券等受信簿

受付
種類

発信者
配布先 備考

月日 番号 月日 発信者名

　(注)　受付番号は、事業年度ごとの一連番号とする。

様式第3号

起案用紙

起案 年　　月　　日 施行 年　　月　　日
決

裁

区

分
決裁 年　　月　　日 発信番号

理

事

長

副

理

事

長

理

事

監

事

部課名 部店長 次長、課長、調査役、主任、係員 起案者

起案

合議

件名

　(注)　資金貸付の起案等特に必要があるときは、別に定める様式によることができる。

様式第4号

役員決裁件名簿

受付
件名 起案課 起案担当者 決裁者 決裁年月日 備考

月日 番号



　(注)　受付番号は、事業年度ごとの一連番号とする。

様式第5号

文書発信簿

発信
件名 宛先

発信

者

起案

課
係員

発送

日

発送

方法
備考

月日 番号

　(注)　発信番号は、事業年度ごとの一連番号とする。


